
トラック（クレーン装置付）における上空施設への接触事故防止装置の使用　対応フロー

（※１）徳島県県土整備部が発注する土木工事において、工事現場や資材置場等でトラック（クレーン装置付）を使用する工事
（※２）接触事故防止装置付きのトラック（クレーン装置付き）を使用し、事故を防止した工事については、使用報告書を提出した場合、工事成績において評価する。

【徳島県土木工事共通仕様書1-1-1-35　7.トラック（クレーン装置付）における上空施設への接触事故防止装置の使用】

トラック（クレーン装置付）を使用する工事（※１）か？

工事成績
で評価

する（※２） 通常工事

No

監督員との協議により上空施設への接触事故防止装
置付きのトラック（クレーン装置付）を使用できないことが
認められたか？
（例）①又は②装置付きの車両を使用できないことが認められる理由

・①装置付きの車両を所有しているが進入路が狭く工事箇所に入れないため

・旧式の車両で①又は②装置の後付けができないため 等

上空施設への接触事故防止装置付きのトラック（クレー
ン装置付）が使用されていないことが確認された場合、
監督員等から改善指示を行う。

（上記車両を使用し、事故が発生した場合、工事成績の

減点のペナルティ等を検討する。）

使用報告書（様式有）を監督員
に提出したか？

契約

Yes

使用するトラック（クレーン装置付）は、
上空施設への接触事故防止装置（①又は②）付きの車両か？

①ブームの格納忘れ防止（警報）する装置
②ブームの高さを制限する装置

Yes No

Yes
Yes No

工事成績評定の対象工事か？

Yes No

No

工事成績
で評価

しない

使用報告書（様式有）
の提出不要

改定（R4.4.1以降）

（例）１件の工事で２台のトラック（クレーン装置付）を使用する場合

車両１：①装置付きの車両使用⇒使用報告書提出⇒工事成績で評価

車両２：①及び②装置が付いていない車両使用⇒監督員と協議

監督員との協議により、

①又は②装置付き車両を

使用できないことが認めら

れた場合においても、現場

の出入り口等に高さ制限

装置を設置する等、安全

対策に努めてください。


